
若宮地区防災まちづくり

協議会だより

若宮地区防災まちづくり協議会が発足しました！

若宮地区（若宮一、二、三丁目）は東
京都が行った「第８回地震に関する地域
危険度測定調査」により、災害時の危険
性が高い地域であると評価されました。

若宮地区を地域の特性を生かした安全
で安心して暮らし続けられるまちにする
ために、令和３年10月28日（木）に
「若宮地区防災まちづくり協議会」の設
立総会（第１回協議会）を開催しました。

今後、地域の皆様には、協議会だより
と中野区ホームページで、協議会での検
討内容をお伝えしていきます。

地域の皆様におかれましては、協議会
の活動に対するご理解とご協力のほどよ
ろしくお願いします。

検討の対象区域

＜第１回協議会の概要＞

日時：令和３年10月28日（木）
午後７時～午後８時半

場所：鷺宮区民活動センター分室
（白鷺一丁目集会室）

参加者数：委員16名

議題：規約の承認、役員選出、
スケジュールの確認 等

発行：若宮地区防災まちづくり協議会
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赤線で囲われた範囲を
対象区域として検討を
行います

【対象となる町丁目】
・若宮一丁目
・若宮二丁目
・若宮三丁目
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若宮地区防災まちづくり協議会の紹介 若宮地区の現況と課題

、

■ まちづくり協議会の活動内容

■ 委員構成

■ 会長あいさつ



問合
せ先

若宮地区防災まちづくり協議会 事務局

（株）都市環境研究所
担当：藤野、酒井、大井

TEL：03-3814-1001（代表）
FAX：03-3818-2993
E-mail：fujino@urdi.co.jp

中野区担当

中野区まちづくり推進部
まちづくり計画課

担当：斎藤、堀
TEL：03-3228-5463
（直通）

※お問合せは
事務局へお願
いいたします

協議会の活動スケジュール

地域ルールとは

各回で検討テーマを決め、まちづくりの推進に向けた検討を行います。

←こちらからも
アクセスできます！

令和３年度 令和４年度～

防災まち

づくりの

実現に向

けた取組

の推進

まちづくり協議会による検討（月１回のペースで計７回開催予定）

協議会だよりの発行、アンケートの実施

地区の現況
と課題

防災まちづくりの
目標と方向性

地域ルールの
具体的な内容

協議会だよりの発行のほか、中野区ホームページでも、若宮地区の防災
まちづくりに関する情報を発信しています！ぜひご覧ください。

若宮地区 防災まちづくり 検索

意見書の
取りまとめ

若宮地区では、「地区計画」制度を活用して、建築規制についてのきめ細かな
ルールを決めて、安全に暮らし続けられるまちなみを誘導し、防災まちづくりを
実現していくことを想定しています。

＜地区計画で決めること＞

●まちの将来像を目標として共有し、
一体感を持ったまちづくりを進め
るために、地区計画の「目標」・
「方針」を定めます

●「地区整備計画」で道路・公園な
どの位置や建築物の建て方などの

ルールを定めます

東京都都市整備局HPより引用

地区施設
（公園）

用途の
制限

壁面の位
置の制限

高さの
制限

細分化防止

地区施設
（道路）
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